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≪アクティブラーニングをめぐって≫

アクティブ・ラーニングの視点で創る教育制度論
森田　満夫

１．問題の所在－「教育の基礎理論に関する科

目」におけるアクティブ・ラーニング－

そもそもアクティブ・ラーニングとは、「教

員による一方的な講義形式の教育とは異なり、

学修者の能動的な学修への参加を取り入れた教

授・学習法の総称」であり、「学修者が能動的

に学修することによって、認知的、論理的、社

会的能力、教養、知識、経験を含めた凡用的能

力の育成を図る」ことをめざし、「発見学習、

問題解決学習、体験学習、調査学習等が含まれ」、

「教室内でのグループ・デイスカッション、デ

ベート、グループ・ワーク等も有効なアクティ

ブ・ラーニングの方法」とされている（１）。

近年「実践的指導力」を高める教師教育改革

をめざす中央教育審議会「これからの学校教育

を担う教員の資質能力の向上について～学び合

い、高め合う教員育成コミュニティの構築に向

けて～（答申）」（2015 年 12 月 21 日）」は、次

期学習指導要領（2017 年）に関連し、アクティ

ブ・ラーニングの視点を「教員研修・養成」の

課題として求める（２）。

筆者は、こうしたアクティブ・ラーニングの

意義は認めつつも、今後教師教育におけるアク

ティブ・ラーニング研修への転換という強い

トーンが支配的になる場合に、「学問的な知識

水準の軽視や活動主義に陥ったり、個々の教員

の研修方法や教育実践の自由度を制約するおそ

れはないだろうか」との一抹の不安もなくはな

い（３）。かつて先達の教育実践の遺産を総括し

た小川太郎は、二〇坪の教室に閉じ込めず教育

を社会的基底から俯瞰し捉える、「生活と教育

を結合させる」教育実践に科学性を見出して、

そのような科学性こそ教育者に「人権としての

教育」（日本国憲法が内在する基本的人権とし

てされる教育のあり方）を実現する諸課題を発

見させ、教育者を諸課題の解決に導くことを明

らかにしている（以下、引用）。

「…二〇坪のなかの教育の科学性とは、二〇坪の

外の条件（家庭のあらゆる教育条件の貧しさ−挿

入引用者）をふまえたうえでの効果を見通すもの

であるべきではないか。このことは、教授方法に

ついていえるばかりでなく、教科課程そのものに

ついてもいえる部分がありはしないか。たとえば、

社会に関する認識の教育の内容として、人権にか

かわることがらの系統化ができているのかどうか。

国語の教材が、差別と貧困（今日的には、新自由

主義的な経済政策・財政政策の自由競争・自己責任・

成果主義が生む家庭・父母の格差と貧困を背景と

する子どもの貧困−挿入引用者）におしひしがれ

ている子どもに感銘を与える力を備えているかど

うか。数学や自然科学にかかわる教科の内容でさ

えも、それの実践的・生活的な意味づけがいきい

きとなされているかどうか。これらのことがらは、

純粋に知的・技術的な要素の系統的な積み上げと

いう側面とともに、無視してはならない科学的な
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教育の側面をなしてるのではないか。」（４）

今日求められる < 実践的指導力 > とは、上

記の「二〇坪の外の条件（家庭のあらゆる教育

条件の貧しさ−挿入引用者）」をふまえる「二〇

坪のなかの教育の科学性」の具体化、つまり目

の前の子どもの現実に向き合い、その足下の現

実を出発とする教育科学的認識に立つ、教育実

践（個々の教師の狭義の実践）・教育経営（学

校全体の教育方針・地域父母らと進める学校づ

くり ･ 広義の教育実践）・教育統治（文部科学

省・教育委員会等政府の教育政策）を貫く課題

を俯瞰するような教育実践学的な〈実践的指導

力〉ではないか。

筆者は、「教職の基礎理論科目（教育に関す

る社会的、制度的又は経営的事項）」担当者と

して、こうした教育実践学的な < 実践的指導

力 > の基礎を獲得させるために、アクティブ・

ラーニングの視点を重視し、同時に学問的な知

識水準の軽視や活動主義に陥らず、教育実践や

教育制度を社会的基底から科学的に俯瞰する視

点も重視しなければならない、と考える。本論

では、そうした問題意識に立って、筆者が担当

した「教育制度論−『制度としての教育』の現

代的課題を考える−」（2 単位）の取り組み（Ｔ

大学秋学期・登録 55 名）について考察する。

２．教育制度論の授業を創る－教育を俯瞰する

視点とアクティブ・ラーニングの視点－

基本方針はシンプルに、アクティブ・ラーニ

ングの視点として授業中の話し合い・討議・発

表（課題（問い）の発見）を重視すること、そ

こで焦点化された課題（問い）を教育科学的に

認識する概念化・レポート化で課題解決するこ

と、この二つの視点を大切にした。　　　　

具体的には、担当科目（＊参照）の各授業回

において、①一斉講義（教員 50 ～ 60 分）→②

グループで授業中の課題の話し合い・発表（学

生 10 ～ 15 分、5 ～ 6 人グループ単位）→③補

足コメント（教員 5 ～ 10 分）→④当該課題に

ついて関係論文資料を読み課題レポート作成

（A5 サイズ 1 枚）を課す（教員、終了時、以

上 1 週目）⇒⑤課題レポート回収（教員、授業

冒頭で、以上２週目）⇒⑥明解な課題レポート

紹介・解説（教員、授業冒頭 5 ～ 10 分、以上

3 週目）、の 3 週 1 サイクルで進める学習（以

下「サイクル学習」）で進めた。

＊教育制度論－「制度としての教育」の現代的課題

を考える－

【講義概要】

教育は、社会的・制度的に現象する作用ととらえ

ることができる。それゆえに、教育を「制度として

の教育」として理解することが重要である。その規

範が日本国憲法（憲法、1946 年）及び旧教育基本法（旧

教基法、1947 年）の精神−〈人権としての教育〉−

にあることはいうまでもない。近年、旧教基法を全

面改正し新教育基本法（新教基法、2006 年）が成立

した。以降の教育政策が具体化する「制度としての

教育」は、私たち国民の教育をどこに導くのか？現

憲法の精神を拠り所にリアルに考えよう。本講義で

は、以上の考察に必要な教育法学・教育行政学の基

本的知識を学習する。

【講義計画】

1　オリエンテーション

2~4　教育を制度的・社会的側面から捉える−「制



− 131 −

≪アクティブラーニングをめぐって≫

度としての教育」とは？−

①「法」と「行政」の頂点＝最高法規・日本国憲法

（1946 年）

②「制度としての教育」と教育行政の定義

③教育行政の特殊性を考える

5~8 「制度としての教育」の骨格を理解する−教育法

体系の理解として−

①憲法・旧教基法（1947）の人間観・教育観−い

かなる教育原理・教育条理を示してきたのか？

（ビデオ視聴を含む）−

②教育法体系の理解−相異なる三学説−

③教育法の形式的分類と内容的分類

④教育法の概要を通して「制度としての教育」の

課題を考える

9~11 教育の自主性をめぐる問題−教育課程・教育内

容を中心にして−

①教育課程の編成と学習指導要領の変遷（1947-

2008 年）

②教科書制度と教科書裁判（1965-1997 年）

③教育課程行政を考える

12~14 現代教育問題の論点−〈人権としての教育〉

をめぐる問題−

①憲法が内在する教育行政の役割−旧教基法第 10

条の示すもの−

②新・旧教基法の比較対照と問題点−教育行政の

役割を中心にして−

③教育行政の地方分権化と〈人権としての教育〉

を考える−中央集権的分権化と未完の可能性−

15　まとめ（テストを含む）

【テキスト・参考図書の紹介】

テキスト：土屋基規編『現代教育制度論』ミネルヴァ

書房（2011 年）、適宜配付するプリント教材

参考図書：市川須美子・浦野東洋一他編『教育小

六法（平成 28 度版）』学陽書房（2016 年） 姉崎

洋一・荒牧重人他編『解説 教育六法（平成 28

度版）』三省堂（2016 年）、平原春好・寺﨑昌男

編集代表『新版 第 3 版 教育小事典』学陽書房

（2011 年）

【成績評価の方法】

　　講義に出席し、課題レポートおよび参加度

（60％）、及びまとめテスト（40％）によって行

なう。

【その他（履修上の注意）】

　　板書は基本的にしない。代わりに、詳細な配

付教材（レジュメ集・資料集）を使用するので、

配付教材を基に、聴講しながら、各自がノート

をとること。したがって、受講時は、配付した

教材を必ず持参すること。講義を主とするが、

課題を与え、少人数のグループ討論を行い、そ

の成果を各自が課題レポートにまとめることに

より、学習を進める。

　３．考察－いかに学生は学ぶのか－

ここでは、「教育法体系の理解－相異なる三

学説－」（上記参照）の授業回を事例として、

いかに学生が学んだのかについて考察する（以

下、①～⑥はサイクル学習の順序）。

（１）１週目の展開

①一斉講義（１週目）

教育法の体系をいかに捉えるのかをめぐる相

異なる三学説について、配付教材の関係論文資

料集（以下の概念図）を使って解説する。

第一は【教育行政法規説（行政解釈）】につ

いて「教育と教育行政の区別をせず、すべて教
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育行政の作用とし、国家の教育権を強調する」

学説の説明である。

【教育行政法規説】（国家の教育権を主張）

・国家の教育権を主張し、「国家の教育権（力）」

の強調の論理

　「すなわち、一の見解は、子どもの教育は、

親を含む国民全体の共通関心事であり、公教

育制度は、このような国民の期待と要求に応

じて形成、実施されるものであつて、そこに

おいて支配し、実現されるべきものは国民全

体の教育意思であるが、この国民全体の教育

意思は、憲法の採用する議会制民主主義の下

においては、国民全体の意思の決定の唯一の

ルートである国会の法律制定を具体化される

べきものであるから、法律は当然に公教育に

おける教育の内容及び方法についても包括的

にこれを定めることができ、また教育行政機

関も、法律の授権に基づく限り、広くこれら

事項について決定権限を有する、と主張す

る。」（最高判（大法廷）昭 51・5・21 北海道

旭川学力テスト事件）

　⇒国会を支配する与党多数派政府が、教育内

容・方法・教師を統制する論理！

第二は【教育特殊法説（教育法学会有力説）】

について「教育と教育行政の区別をし、（1）教

育の自主性・自由の確保及び（2）教育条件整

備を教育行政の義務として課す旧教育基本法第

10 条（教育行政）に依拠し、国民の教育権を

主張し、自主性・自由を必要とする教育という

分野の特殊性を配慮する」学説の説明である。

【教育特殊法説】（国民の教育権を主張）

・〈教師と父母と子どものトライアングル〉の

中で子どもの学習する権利を捉える論理
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①子どもの学習権→親の自然的責務→②親権（教

育権）の一部信託／教師の教育権へ（真理教育を

要請）→③「自律的・倫理的な教育の専門家」と

して「国民全体に対する直接の教育責任」を負う

→教師の学問の自由・教育の自由（現場主義）へ

→④政府の教育条件整備義務（教育内容への「不

当な支配」を生む上命下服の国家教育権に反対）

→国民の教育の自由＝国民の教育権へ

※教師と父母は子どもの学習権＝〈人権としての

教育〉実現に対する協同責任者

第三は【教育人権法説】について「憲法 26

条を出発点とし、国民の基本的人権としての教

育を保障する教育法体系として理解される」学

説の説明である。

【教育人権法説】（国民の教育権を論証する有力

な根拠）

・憲法学の人権論と教育科学の教育本質・教育

条理論の成果に基づく教育法の捉え方

　子どもの現代的人権としての教育、人間らし

く生きるために教育を受け、学ぶという生来

的な子どもの自然権を保障する。国際人権法

も広く教育法の体系に組み込み、子どもの人

間らしく生きるために必要な教育と教育制度

の骨格を捉える。また、国民の教育権を論証

する際に有力な根拠にもなる。

「憲法 26 条は、憲法 25 条をうけて、生存

的基本権の文化的側面として子どもに教育

を受ける権利を保障したものである。子ど

もは未来における可能性をもつ存在である

から、将来においてその人間性を十分に開

花させるべく自ら学習し、事物を知り、こ

れによって自ら成長させることが子どもの

生来的権利であり、このような子どもの学

習する権利を保障することは国民的課題で

ある。子どもの教育する責務を担うものは

親を中心として国民全体であり、このよう

な国民の教育の責務は、いわゆる国家教育

権に対する概念として国民の教育の自由と

よばれる。国家は、国民の教育責務の遂行

を助成するために公教育制度の制定等の条

件整備の責務を負うが、教育内容に介入す

ることも基本的に許されない。」（東京地判

昭 45.7.17　家永第二次教科書訴訟）

特に、教育行政法規説と教育特殊法説が直接

に対立する論争的関係にあること、教育人権法

説は教育特殊法説を論証し補完することについ

て触れる。

②グループで授業中の課題の話し合い・発表

／③一斉講義（補足コメント）／④当該課題に

ついて関係論文資料を読み課題レポート作成を

課す（１週目）

一斉講義の内容を受け、各小グループ（各 5

～ 6 名で計 10 グループ）で「課題　直接に相

対立する教育法体系の二学説（教育行政法規説・

教育特殊法説）の概要・意見・疑問について自

由に話し合う」ことを提起する。ここでは、以

下の通り、教育行政法規説の主張する国家の教

育権とそれに反対する教育特殊法説の主張する

国民の教育権の論争関係に注目する場合が見ら

れた。

時の政府の政治力が教育・思想・学問を支配

した歴史的反省から生まれた教育の自律性・自
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由を保障する教育行政原理の意義の既習事項

（＝憲法・旧教基法（1947）の人間観・教育観

の授業回）の影響からか、多数派の意見は、国

家の教育権に反対して国民の教育の自由・国民

の教育権を標榜し「教育を教師に信託すべし」

とする教育特殊法説（国民の教育権の主張）を

肯定する傾向が見られた。そして、数名ほどの

少数であるが、現実の教師不信等を根拠に「教

育を教師に丸投げ（信託のこと？）する教育特

殊法説より国家に一任するほうがよい」との

ニュアンスで、教育行政法規説（国家の教育権

の支持）を肯定する意見も見られた。

こうした学生の学びの状況について、個々の

学説の理解に関する限り問題はない。しかし、

教師に全幅の信頼を寄せる多数派も、教師に

実感的不信を抱き「国家の教育権（力）」の支

配を容認する少数派も、教育と教育制度の課題

を〈国家 vs. 教師のパラダイム〉でしか捉えな

い思考方法が気になった。なぜなら、両者とも

国民（父母・子ども）目線で考えるパラダイム

を欠くおそれがあると感じたからである。つま

り、そうした思考方法が伏線にある場合は、か

つて教育における国民主権の実現をめざした戦

後教育改革が、一方で軍国主義・超国家主義の

政治的権力の教育への「不当な支配」の反省か

ら学校教師に教育の自由を与え（教育の自主性

の確保）、他方で「教育のことは教育者だけが

きめるとするような教育者の独断も排されるべ

き」として「国民の教育への直接責任ルート」（5）

を具体化する公選制教育委員会制度構想を提起

した教育参加の意義を捉え直すような教育科学

的リテラシーが育たないからである。

そこで、あらためて、教育と教育制度の多様

な課題を国民・父母・住民・子ども目線で考え

る「民衆統制としての教育参加」の意義を考え

るレッスンを意図し、課題レポート「問い 1）

直接に対立する教育法体系（教育行政法規説・

教育特殊法説）について説明して下さい。2）

意見・コメント・疑問について自由に述べてく

ださい。」を課し、授業中使用の配付教材の関

係論文資料（前記の概念図を含む）を参考にし

て、国民（父母住民・子ども）と教師との関係

を冷静に考えることを提案した。

（２）２週目から３週目の展開

⑤課題レポート回収（2週目）／⑥課題レポー

ト紹介・解説（3週目）

回収レポートは、予想通り「教師に信託（丸

投げ）する」国民の教育権論を支持する者（多

数派：四分の三以上）と「教師に丸投げせず国

家に一任する」国家の教育権（少数派：四分の

一以下）を支持する者に分かれた（以下、代表

例）。

【多数派】

「…私は…『教育特殊法説』を支持する。『教育行

政法規説』によると、“ 教師は国家の代理人 ” とあ

る。いわば国が戦争をするということを発すれば

教員は国の命令として子どもたちに戦争を教えな

ければならないということだ。『国が正しい』と思っ

てしまう教育がなされてしまうわけである。今の

日本の教育は体罰や受験戦争など問題になってき

ていることが多いので、『日本の教育を変える』教

育が国から独立した教育行政から始められるべき

なのではないだろうか。」
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【少数派】

「パッと２つを見比べると、後者（教育特殊法説）

の方がよいような感じがするが、私は前者（教育

行政法規説）を選ぶべきだと考える。…例えばこ

の国で働く全ての教員が全ての能力に優れ、全体

の奉仕者としての責務を完璧に果たすことができ

れば別だが、残念ながらそうではない。教員が国

家の代理人となるような最悪の事態を避けながら

教育行政法規説をとるべきだと考える。…社会を

構成する人間が全て善良の人と考えてはいけない

…。その考えを当てはめれば、教育特殊法説はな

んとも危うい存在だと思う。」

これら課題レポートに関する解説として、多

数派に見られた「教師への信託＝丸投げ」の弱

点を指摘した少数派の「教師の独善を戒める」

視点を評価しつつ、「教師の独善を戒めるため

には、国家の教育権（いわば国家への丸投げ）

を支持するしかないのか？国民の直接的な教育

への権限はないのか？」と問うた。

そして旧教基法 10 条制定時に「国民全体に

対する直接責任ルート」として、国民（父母住

民・子ども）目線を制度化する公選制教育員会

制度を想定したことにも触れる（６）。特に公選

制教育委員会制度自体は任命制（1956 年以降）

を経て住民代表制は形骸化していったが、それ

が提起した教育参加の遺産は、準公選制（中野

区教育委員会 1985 ～ 1994 年、その他地域の同

様の取り組み）や以後の住民の教育参加の取り

組み（「中野区教育行政における区民参加に関

する条例」1997 年～現在）として引き継がれ、

未完の可能性として捉えることができる点を示し

た（7）。

こうして「教師の独善を戒める」唯一の方法

が国家に教育権を丸投げすることではなく、教

育実践（個々の教師の狭義の教育実践）の内包

から、教育経営（学校全体の教育方針・学校づ

くり・広義の教育実践）、そして教育統治（文

部省・教育委員会等の政府の教育政策）の外延

へ至る重層構造において、教師集団・国民（父母・

住民）集団が子どもの教育に対して協力し共同

責任を担う国民の多様な〈民衆統制としての教

育参加〉が、現代日本の教育と教育制度の課題

を検討する上で重要であることを補足し（8）、講

義を閉じた。なお、上記の少数派学生は、事後

の課題レポートにおいて、いずれの学説も相対

化し、国民の教育参加の現代的意義を捉え直そ

うとしている（以下引用）。

「…教育特殊法説では、教師に権力が集中し、教育

行政法規説では国家（行政）に権力が集中してし

まう。そんななかで国民や父母・住民らが教育に

直接参加する公選制の教育委員会制度も考えられ

ていた。…

　よって、どの説をとっても、どこに権力を持た

せればいいのかという課題が消えることはなく、

とても難しい選択である。ただし、国民の教育に

参加するということはとても大切である。それぞ

れのワークバランスに気をつけながら、国民が教

育に参加できる仕組みをつくることが重要なのだ

と感じる。」

その点では、こうしたアクティブ・ラーニン

グの視点で試みたサイクル学習の取り組みに

は、伝達型講義に終始するなら起こらないかも

しれない、学生の思考の揺さぶりから真理・真
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実の発見へ至る学びの可能性を捉えることがで

きるかもしれない。

おわりに

本稿では、筆者担当の「教育制度論」（「教育

の基礎理論に関する科目」）における一斉講義・

課題レポート・レスポンス等の取り組みを考察

した。そうしたサイクル学習がもたらす学びに、

教職志望に限定されない学士課程教育の教養教

育として、例えば父母・子ども目線で教育と教

育制度の現実に参画・参加していく現代教育課

題に迫る教育科学的認識を深めるユニークな可

能性も実感している。

たしかに、サイクル学習は、一斉講義（関係

論文資料の説明）を中心として、少人数の話し

合い、関係論文資料による課題レポート作成等

のアクティブ・ラーニングの視点に依拠したこ

とにより、履修者一人ひとりが自発的・自主的

に参画するカリキュラム運営の可能性を広げた

といえる。

ただし、ここで筆者の試みの視点は、たんに

アクティブ・ラーニングを取り入れるだけのも

のではない。つまり、アクティブ・ラーニング

の視点として授業中の話し合い・発表（課題（問

い）の発見）を重視すること、そこで焦点化さ

れた課題（問い）を教育科学的認識として概念

化・レポート化して課題解決すること、この二

つの視点を大切にしたということである。

また、筆者が重視してきたサイクル学習の方

法も、アクティブ・ラーニングの視点（学士課

程教育改革（9）／教員養成・教員の資質向上改

革（10））にとどまらず、あらためて〈教育の進

め方〉を総合的かつ構造的に明らかに示してき

た旧教育基本法（1947 年）の意義を再確認す

るものであった、と考えている。つまり、旧教

基法第２条（教育の方針）は、「教育の目的は、

あらゆる機会に、あらゆる場所において実現さ

れなければならない。この目的を達成するため

には、学問の自由を尊重し、実際生活に即し、

自発的精神を養い、自他の敬愛と協力によつて、

文化の創造と発展に貢献するように努めなけれ

ばならない」と述べる。それは、近代教育思想

の成果を反映し、教育を学校に閉じ込めず「生
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

活」から捉え、真理・真実の認識を育てる教育
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

空間、実生活と結合する教育空間、自他の共同
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

性と主体性を育てる集団の教育空間
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

の重要性を

宣言する〈教育の方針〉である。立法者意思が

示す教育条理は「最も広い意味で、すべての人々

が本来もっている真理探究の要求が自由になさ

れ、学問の自由の尊重と教育の自由が初等教育

以降においても生かされる必要がある」（11）と

いう、初等中等教育以降の高等教育・教師教育

を貫く学習観を示している。

本稿の事例が示すのは、講義時間外での課題

レポート作成の経験（「あらゆる機会あらゆる

場所」）、実際の教育現象を考える経験（「実際

生活に即し」、体罰・いじめ・教師・教科書裁

判等々の問題を考える経験）、それらの現象に

対する真理・真実の批判的な学びの経験（行政

解釈や学説を議論し「学問の自由を尊重」する

経験）、そしてグループ集団学習（話し合い・

発表）や個人学習（課題レポート）の経験（「自

発的精神」を持ち、「自他の敬愛と協力」の関

わりの経験）を経て、学生の主体的な学びが呼

び起こされるのではないか、という学びの事実

であった、と考える。
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その点で、近年重視されるアクティブ・ラー

ニングの視点も、旧教基法第２条（教育の方

針）に内在するような、総合的かつ構造的な教

育条理の視点と結合してこそ、初等中等教育以

降の大学教育・教師教育を含む生涯にわたる人

間教育の視点として豊かに確立されるのではな

いか、と考えられるだろう。
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